
介護助手普及推進事業説明会

光市高齢者支援課

令和３年１０月１８日



●背景・目的

介護人材の不足

介護人材の確保難

解消 質の向上 生きがい
介護予防

・専門業務に特化

・負担軽減
・元気な高齢者
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●介護助手とは
介護の補助的な業務（周辺業務）を行う、介護の専門職を
サポートする職種

～役割分担（例）～
【介護職員】 【介護助手】

・直接的な介護
・記録作成 など

身体介護等を
伴わない
補助業務
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●事業概要

介護助手普及推進事業介護助手の普及 を推進 する事業

★受入側（事業所） 増加

★担い手側（市民等） 認知度

普及
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●補助金

■交付対象者の要件

市内の介護保険事業所（施設系・居住系・通所系）

事業への参加申込

就労希望者に体験就労を実施し、報酬支払

県指定も

「参加申込書」
県と併用可

導入済も可

国籍・住所・年齢など不問 同一事業所１回目のみ

②

①

③
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●補助金

■補助金の額

体験就労１回あたり、

『 × × 』
・体験就労実施日時点

（参考：R3.10月～857円）
・１時間未満切捨て
・上限３時間

・上限３日

・半年毎（合計額の100円未満は切捨て）

・市予算の範囲内（体験就労実施日の早い順）

・雇用の有無は不問

日数山口県最低賃金 就労時間
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●補助金

■手続
市
民
等

①事業参加申込

②介護助手として
就労希望

④体験就労の実施

⑤体験就労の報酬支払

⑥補助金交付申請
4-9月分：10/31まで
10-3月分：3/15まで

⑦補助金交付決定

⑧補助金請求

⑨補助金支払

③体験就労実施届
（毎回）

事
業
所

市

※１度だけ

※個人情報の同意
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●介護助手と人員基準・加算

■基本的には、「介護職員」には含まれない

※一概に言えないため、各事業所で整理を

人員基準
サービス提供体制
強化加算

処遇改善加算 特定処遇改善加算

介護職員に含める 分母に含める 対象 対象（B）

介護職員に含めない 含めない 対象外 対象（C）
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●介護助手導入のポイント

受入側
（事業所）

担い手側
（市民等）
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●介護助手導入のポイント

■そのために、事業所で必要なことは・・・

・業務の切り分け

・事業所全体で共有

介護助手の業務内容

業務内容、勤務形態

（いつ、何を、どれくらい）

（相互理解⇒定着）
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